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蓄電池設備及び土地に係る権利の譲渡に関するお知らせ 
 

 

当社は、2026 年６月 30 日付「蓄電池設備及び土地に係る権利取得に関するお知らせ」にて公

表しました、山口県長門市日置下に所在する系統用蓄電池案件に関し、本日付の取締役会決議に

より、当社が取得した契約上の地位、権利及び義務を株式会社 Birdman へ譲渡することを決議し

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本件譲渡により 36 百万円の営業利益の計上を見込んでおります。当社業績への影響に

つきましては、本日別途公表する「業績予想の修正に関するお知らせ」に反映しております。 

 

記 

 

１．譲渡の理由 

当社は、2026 年６月 30 日付「蓄電池設備及び土地に係る権利取得に関するお知らせ」にて公

表しましたとおり、山口県長門市日置下に所在する系統用蓄電池案件に係る蓄電池設備、土地及

びこれらに付随又は関連する権利を取得する契約を締結いたしました。 

本件取得は、当社が本件案件を長期保有・運営することを直接の目的とするものではなく、取

得後、第三者への譲渡その他の方法により収益化することを目的として行ったものです。 

今般、株式会社 Birdman との間で、本件案件に係る契約上の地位、権利及び義務の譲渡につい

て合意に至ったことから、同社に対して本件権利を譲渡することといたしました。本件譲渡によ

り、当社が原契約に基づき負担する売買代金その他の支払義務を含む買主としての権利及び義務

は株式会社 Birdman に移転し、同社が原契約に定める支払期日及び支払条件に従い、株式会社ク

ラフトコーポレーションに対して売買代金その他の支払いを行うこととなります。 

 

２．譲渡対象の内容 

資産の名称及び所在地 対価 現 況 

長門市日置下系統用蓄電所に係る蓄電池設備及

び土地等に関する契約上の地位、権利及び義務

（山口県長門市日置下） 

36百万円 開発中 

※譲渡対象には、蓄電池設備及び土地のほか、系統連系に関する契約申込みに係る契約上の地位

及び権利義務、連系接続権の名義変更手続に要する書類の交付を受ける権利、土地売買契約上

の買主としての地位及び所有権の移転先を指定できる権利、その他本件案件に付随又は関連す

る権利を含みます。 

※本件譲渡は、完成後の蓄電池設備及び土地の所有権そのものを譲渡するものではなく、当社が
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取得した契約上の地位、権利及び義務を譲渡するものです。なお、蓄電池設備については開発

中であり、土地については本日現在、当社への所有権移転、引渡し及び登記手続が未了です。 

※上記対価は、本件契約に基づく契約上の地位及び関連する権利の譲渡並びに本件案件に関連し

て当社が提供する役務の対価です。 

 

３．譲渡先の概要 

（１） 名 称 株式会社 Birdman 

（２） 所 在 地 東京都渋谷区松濤一丁目５番３号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 吉川 元宏 

（４） 事 業 内 容 事業企画・開発、ブランディング、広告・PR等 

（５） 資 本 金 3,137百万円（2026年３月末現在） 

（６） 設 立 年 月 日 2012年７月 26日 

（７） 純 資 産 1,546百万円（2026年３月末現在） 

（８） 総 資 産 2,523百万円（2026年３月末現在） 

（９） 大株主及び持株比率 

伊藤繁三 13.94％ 

株式会社ネクスタ（匿名組合口） 12.46％ 

（2025年 12月末現在） 

（10） 
上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 

当社及び株式会社 Birdmanは、AIデータセンター

領域における共同事業を目的として設立された AI 

Data Partners株式会社に共同出資しております。 

関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 

４．取得及び譲渡の日程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 2026 年７月 10 日 

（２） 譲 渡 契 約 締 結 日 2026 年７月 10 日 

（３） 譲 渡 実 行 日 2026 年７月 10 日 

 

５．今後の見通し 

本件譲渡により、2026 年 10 月期において 36 百万円の営業利益を計上する見込みです。本件譲渡に

よる業績への影響につきましては、本日別途公表する「業績予想の修正に関するお知らせ」に反映し

ております。 

 

以上 


